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（仮称）鹿角上沼風力発電事業環境影響評価方法書 

に対する意見について 

 

 電気事業法第４６条の７第１項に規定する環境影響評価法第１０条第１項の規定に

基づく環境の保全の見地からの意見は、次のとおりです。 

 

１ 総括的事項 

（１）環境影響評価を行う過程において、環境影響評価の項目及び手法の選定等に係

る事項に新たな事情が生じた場合は、必要に応じて環境影響評価の項目及び手法

の見直しを行う等、適切に対応すること。 

（２）設置する風力発電機の規模や基数等が確定していないことから、事業計画を具

体化する過程における検討事項及び結果、その判断に至った経緯を詳細に準備書

に記載すること。 

 

２ 個別的事項 

（１）騒音及び超低周波音 

   風力発電機を山の尾根上に配置する計画であることから、騒音及び超低周波音

による影響については、地表面による音波の反射の影響や気象条件を勘案し、適

切に予測及び評価を行うこと。 

（２）風車の影 

対象事業実施区域周辺の住居等への風車の影による影響について、地形等によ

り影響範囲の設定に不確実性が伴うことから、風車の影に関する諸外国を含む最

新の知見を整理した上で、評価項目として選定することの可否を再検討すること。 

なお、評価項目として選定しない場合には、その判断に至った経緯を詳細に準

備書に記載すること。 



(3 )動物

東山鳥獣保護区の範囲に含まれる工事用道路については、拡幅等による土地の

改変を可能なかぎり回避すること。

(4)植物

ア 土地の改変による植物の生育環境への影響については、十分な現地調査等に

より植生図を作成した上で予測及び評価を行うこと。

イ 対象事業実施区域内の工事用道路部周辺のケヤキ群落等は、急傾斜地におけ

る山地土砂災害防止機能や土壌保全機能等を有すると考えられることから、道

路拡幅等の土地の改変に伴う伐採は可能なかぎり回避すること。

(5 )景観

施設の存在による景観への影響について、風力発電機と主要な眺望点、景観資

源及び住居等との高低差を勘案して、水平視角に加えて垂直見込角等の変化の程

度を十分に把握できる地点を再検討した上で、適切に予測及び評価を行うこと。

( 6 )人と自然との触れ合いの活動の場

事業実施に伴う人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、対象事業

実施区域内でボランティア団体が行っている植樹活動等を考慮、し、調査、予測及

び評価を行うこと。

( 7)その他

ア 対象事業実施区域周辺には花輪鉱山跡地が存在することから、表層の地質の

みならず、地下の地質の状況についても十分に把握した上で、風力発電機の配

置を検討すること。

イ 対象事業実施区域の周辺では、地下水を飲用に供している施設等が存在する

ことから、地下水の利用状況を把握した上で、事業実施による地下水への影響

を検討すること。



（岩手県知事意見） 

 

「（仮称）鹿角上沼風力発電事業」環境影響方法書に対する知事意見 

 

１ 総括的事項 

（１） 環境影響評価を行う過程で、評価項目及び手法等の選定に影響を与える新た

な事情が生じた場合には、必要に応じて評価項目及び手法等を見直すなど、適

切に評価を行うこと。 

 

（２） 環境影響の予測を行うにあたっては、入手できる最新のデータを用いるとと

もに、できる限り定量的な手法を用いること。 

 

２ 個別的事項 

（１） 動物、植物及び生態系 

   ① 希少猛禽類に関する調査については、既存文献を参考にして営巣地を特定

するとともに、採餌行動が活発になり、飛翔が遠方にまで及ぶ時期を中心に

十分な調査を実施したうえで、調査結果に基づき最新モデルを用いてバード

ストライクのリスクを計算し、その結果を準備書に記載すること。 

 

   ② コウモリ類に関する調査については、調査地点を追加するなど、十分な調

査を実施するとともに、調査の結果、影響が明らかになった場合には適切な

環境保全措置について検討し、準備書に記載すること。 

 

   ③ 底生動物に関する調査については、事業実施区域周辺における希少種の生

息の可能性を念頭におき、入念な調査を実施するとともに、調査の結果、希

少種が発見された場合には、適切な環境保全措置について検討し、準備書に

記載すること。 

 

（２） 景観 

    景観に関する調査については、岩手県側にも調査地点を追加したうえで予測

評価を行い、その結果を準備書に記載すること。 

 

（３） 人と自然との触れ合い活動の場 

    人と自然との触れ合いの活動の場への影響に関する調査、予測及び評価に当

たっては、地元自治体への聞き取り調査を実施する等、十分な調査を実施した

うえで予測評価を行い、その結果を準備書に記載すること。 
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